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代理人による申請の場合、即日の登録はできません。
「申請時」と「照会書提出時」の2回来庁すると登録が完了します。
※完了までに1週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

◇手続きの手順
１　委任状（代理印鑑登録用）を印刷
　　　本人（登録する人）がすべての欄を自筆で記入し、登録する印鑑を押してください。
※本人が記入できない場合は、電話かメールでご相談ください。

２　申請手続き（1回目の来庁）
　　　代理人は次のものをお持ちください。
　　　　□委任状（代理印鑑登録用）
　　　　□登録する印鑑
　　　　□代理人の本人確認書類
　　　　□代理人の認印
　　　　（□印鑑登録に関する申請書）
　　　　　　申請書は窓口に備え付けています。窓口にお越しの際に記入いただくか、事前に印刷しご記入の上お持ちください。

３　照会書提出（2回目の来庁）　※申請手続きから30日が期限です。
　　　代理人は次のものをお持ちください。
　　　　□照会書（兼回答書・委任状）
　　　　　本人の意思を確認するため、申請手続き後、本人あてに照会書を郵送します。
　　　　　届きましたら、本人がすべての欄を自筆で記入し、登録する印鑑を押してください。
　　　　□登録する印鑑
　　　　□代理人の本人確認書類
⇛印鑑登録が完了し、印鑑登録証をお渡しします。

〈お問合せ先〉
松江市役所
市民課　届出係
0852－55－5253




